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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
置かれる指の側面から該指を照射する光源と、
上記指を透過した上記光源からの光を通す開口部と、
該開口部に対して上記指と反対側に位置し、上記開口部を透過した光を撮像する撮像部と
、
上記光源から上記指の撮像面側への光の照射を一部制限する遮光部とを有し、
上記撮像された上記指の透過光画像から上記指の血管パターンの特徴を抽出することを特
徴とする個人認証装置。
【請求項２】
指を置く設置面と、
該置かれる指に対して側方から光を照射する光源と、
上記置かれる指の上記設置面側を下方としたとき、上記指の下方に設置され、上記指を透
過した上記光源からの光を撮像する撮像部と、
撮像部側へ向かう、上記光源から上記指の撮像面側への光の照射を一部制限する遮光部と
を有し、
上記撮像された上記指の透過光画像から上記指の血管パターンの特徴を抽出することを特
徴とする個人認証装置。
【請求項３】
上記光源は、上記指に対して左右方向から該指を照射することを特徴とする請求項２に記
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載の個人認証装置。
【請求項４】
上記光源は上記遮光部に対して上記撮像部と反対側に位置し、
上記遮光部は、上記指への照射を遮光する面が上記光源の光軸とほぼ一致し、上記光源の
光軸が上記指の上半面に向くように位置することを特徴とする請求項１に記載の個人認証
装置。
【請求項５】
上記指の太さを計測する手段をさらに有し、
該計測された指の太さに応じて上記遮光部の傾きを変え、上記光源の向きを調節すること
を特徴とする請求項４に記載の個人認証装置。
【請求項６】
置かれる指に対して左右２方向から該指を照射する２つの光源と、
上記指を透過した上記光源からの光を通す開口部と、
該開口部に対して上記指と反対側に設置され、上記開口部を透過した光を撮像する撮像部
と、
上記光源と上記撮像部との間及び上記光源と上記指との間に位置し、上記開口部へ向かう
光源からの光の上記指の撮像面側への照射を一部遮光する遮光部とを有し、
上記撮像された上記指の透過光画像から上記指の個人認証用の血管パターンの特徴を抽出
することを特徴とする個人認証装置。
【請求項７】
上記撮像部は、上記指の掌側から、上記指を透過した光を撮像することを特徴とする請求
項１に記載の個人認証装置。
【請求項８】
人の上記指の血管パターンを記録する記録部をさらに有し、
上記抽出された血管パターンの特徴と予め上記記録部に登録された血管パターンとを照合
し、個人認証を行うことを特徴とする請求項１に記載の個人認証装置。
【請求項９】
上記指の根元を支持する指置き台と該指の先端部分と接触するガイドとを有する上記指の
位置決めをするガイド部をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の個人認証装置
。
【請求項１０】
上記ガイド部の指先設置部分にスイッチが設置され、
上記スイッチが押されたことで上記個人認証を開始することを特徴とする請求項９に記載
の個人認証装置。
【請求項１１】
上記遮光部はバネに接続され、
上記指を上記ガイド部に置くとき、上記バネにより上記遮光部がスライドすることを特徴
とする請求項９に記載の個人認証装置。
【請求項１２】
２つの上記光源は上記指を２方向からタイミングをずらして点灯し、
上記撮像部は上記タイミングに応じて夫々撮像し、
上記夫々撮像された撮像画像を用いて上記血管パターンの特徴を抽出することを特徴とす
る請求項１に記載の個人認証装置。
【請求項１３】
置かれる指の側面から該指を照射する光源と、
上記指を透過した上記光源からの光を通す開口部と、
該開口部に対して上記指と反対側に位置し、上記開口部を透過した光を撮像する撮像部と
、
上記光源から上記指の撮像面側への光の照射を一部制限する遮光部と、
上記撮像された上記指の透過光画像から上記指の血管パターンの特徴を抽出する個人認証
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装置を用いた個人認証方法において、
置かれる指の側面から該指に対して光を照射し、
該指に対して照射され開口部を透過した光を該開口部に対して上記指と反対側から撮像し
、
該撮像された上記指の透過光画像から上記指の血管パターンの特徴を抽出し、
上記指の撮像面側に照射される、上記指の側面からの光が上記遮光部により制限されてい
ることを特徴とする該個人認証装置を用いた個人認証方法。
【請求項１４】
指を置く設置面と、
該置かれる指に対して側方から光を照射する光源と、
上記置かれる指の上記設置面側を下方としたとき、上記指の下方に設置され、上記指を透
過した上記光源からの光を撮像する撮像部と、
撮像部側に向かう、上記光源より照射され上記指の撮像面側に入射する光を一部制限する
遮光部とを有し、
上記撮像された上記指の透過光画像から上記指の血管パターンの特徴を抽出する個人認証
装置を用いた個人認証方法において、
上記設置面に置かれる指に対して側方から該指を照射し、
上記指を透過した光を上記指の下方から撮像し、
該撮像された上記指の透過光画像から上記指の血管パターンの特徴を抽出し、
上記指を撮像する側への上記指の撮像面側に対する照射が上記遮光部により制限されてい
ることを特徴とする該個人認証装置を用いた個人認証方法。
【請求項１５】
上記指に対して左右方向から該指を照射することを特徴とする請求項１３に記載の個人認
証方法。
【請求項１６】
上記指の太さを計測し、
該計測された指の太さに応じて、上記指を照射する光の進行方向を調節することを特徴と
する請求項１３に記載の個人認証方法。
【請求項１７】
各人の上記指の血管パターンを記録し、
上記抽出された血管パターンの特徴と予め上記記録された血管パターンとを照合し、本人
か否かを認証することを特徴とする請求項１３に記載の個人認証方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は生体を用いた個人認証装置に関し、特に指の血管パターンに基づく生体個人認
証装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鍵等の携帯が不要で利便性が高く、遺失や盗難等による不正行使の恐れも少ないセキュ
リティ方式として、指紋や虹彩、血管パターンといった個人の体の一部を鍵として用いる
生体認証が注目されている。中でも、血管パターンを用いた認証方法は、指紋のように犯
罪捜査を連想させたり、虹彩のように直接眼球に光を照射したりすることがないので心理
的抵抗感が少なく、また、容易に観測できる生体表面ではなく内部の特徴のため、偽造が
困難という利点がある。
【０００３】
　このような生体内部の血管パターンは、近赤外の光源によって対象部位を照らし、それ
を近赤外に感度のあるカメラもしくはイメージセンサなどの撮像系で撮影することで得ら
れる。血液中のヘモグロビンは近赤外光を良く吸収するため、血管部分で光が吸収され、
周辺組織に比べて暗く写る。この明暗の差による紋様が血管パターンとなる。
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【０００４】
　ここで、血管パターンの撮影にあたっては、２つの方法がある。１つは、光を対象部位
に対してカメラと同方向から照射し、反射した光を撮影する反射光方式であり、もう一つ
は、背面から照射して透過した光を撮影する透過光方式である。例えば、特許文献１には
指に照射された光の透過光を撮像することにより得た血管パターンを個人認証に利用する
装置が開示されている。
【０００５】
　反射光方式は、光源と撮像系とを同じ側に一体配置できるため、装置がコンパクトに収
まり、指の反対側の空間を占拠せずに開放的になる利点がある。しかし、反射光で撮影す
る場合、光源から照射された光は、表皮で少なからず反射し、表皮の下の真皮にある血管
付近まで届いて反射してくる光の強さは相対的に弱くなる。そのため、撮像される画像は
パターンの鮮明さに欠ける。結果として、表皮の薄い手の甲側にある静脈のように、可視
光下でも視認が可能な程度に明瞭な血管でないと、再現性のあるパターンとして得にくい
。このことは容易にパターンが複製できることを意味し、耐偽造性の面でセキュリティ技
術として深刻な問題がある。また、表皮での光の反射が強い性質上、ケガや肌荒れ・シワ
等で皮膚の表面が変化した場合の、撮影画像に与える影響も必然的に大きい。
【０００６】
　一方の透過光方式は、光が透過できる生体の厚さに制限はあるものの、光源から照射さ
れ表皮で反射する光は光源側に返るだけで、撮像系に影響を与えることはない。指は、ち
ょうど光が透過できる厚さであり、特に、掌側にある血管パターンは、血管自体が細く、
甲側に比べて表皮も厚いために、可視光下や反射光下でカメラ撮影しても見えないため、
耐偽造性に優れる。
しかし、透過光で撮影するには、指を光源と撮像系との間に挟みこむようにして置く必要
がある。そのため、図９に示すように、光源部・指・カメラ部の順に縦一列に配置すれば
、操作時の目の位置からは、光源部が覆いのように指を隠す形になる。認証するユーザに
とって、自分の指が見えないことは圧迫感になる。また、指先位置に操作ボタン等を配置
する場合には、ボタン位置の把握に迷うこともありうる。一方、図１０のように、光源部
・指・カメラ部を横一列に配置すれば、覆いのように上部を隠すものがなく視点位置から
指は見える。しかし、今度は、光源とカメラの位置関係によって、認証に使える手が左手
か右手かに限定されてしまう問題がある。図１０は光源が右側の場合であるが、カメラ部
に指の掌側を向けるのは、右手であれば造作もない。しかし、左手では、カメラ部に掌側
を向けようにすると腕を無理に捻る必要がある。すなわち、左側にカメラ部、右側に光源
部を配置した認証装置では、右手での認証以外は実用的ではない。逆の配置の場合は、左
手での認証が強制されることになる。もちろん、光源とカメラの組を右手用／左手用それ
ぞれに対称に２組用意すれば良いが、コスト高になると同時に、カメラの切り替えが必要
になるなど問題が多い。
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－８３２９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記課題の解決策として、光源と指・撮像系を縦方向に並べながらも、単純に鉛直に配
置するのではなく、図１２に示すように、光源を指の斜め上方に傾けて配置する方法が考
えられる。これにより、図１１に示した従来の鉛直配置方式に比べて、操作時の目の位置
から、指を隠すものがなくなり、圧迫感を和らげることができる。また、認証に使う手を
左右いずれかに限定する必要もない。
【０００９】
　しかしながら、光源を斜め上方に配置しても、光源を支える側壁が従前の高さのまま必
要とされ、圧迫感は少なからず残されている。しかも、装置全体の大きさとしてはほとん
ど変わっていない。もちろん、図１３に示すように、側壁を低くすれば圧迫感はなくなる
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。この場合でも、光源から指側面に照射された光は内部で散乱し曲げられるため、入射方
向の直線上にない、指の掌側にも届く。すなわち、指の甲側に光源を配置したと同じよう
に透過光が指の掌側に存在している
。しかし、低い位置に光源を配置すると、指の側面、特に掌側の部分に直接光が当たって
反射し、前述の反射光方式と同じ理由で、その部分からは血管パターンが得にくくなる。
図１３中に典型例として示したように、撮像画像では、指の側面で反射する光量が多いた
めに、輝度が最大値で飽和した領域ができ、血管パターンの一部が失われる。この飽和領
域は、光源の出力強度を調整すれば面積を小さく抑えられるが、その場合、指の掌面の中
央付近まで到達する光量が逆に不足し、血管パターンが得られなくなる問題がある。すな
わち，反射光と透過光の比率を適切に調整しなければ，正しい血管パターンは得られない
。また、側壁が低いと、横や斜めから、光源以外の外光も直接指側面に差し込んでくる。
したがって、西日など強い外光下での認証性能が悪化する要因となる。
本発明は、透過光による指血管パターンの撮像において、ユーザにとって圧迫感がなく、
外光に強い、コンパクトな認証装置を実現することに鑑みなされ、指側面方向からの光源
を配置した場合の指撮像パターンの飽和領域を低減することにより、明瞭な指血管パター
ンを得ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するため、本願で開示する発明の代表例を概説すれば以下の通りであ
る。
【００１１】
　指を透過する光を照射する光源と、上記光源から照射された光を上記指に照射して得ら
れた透過光を撮像する撮像部と、
　上記指からの透過光と上記指側面からの反射光の光量を調節する手段とを有することを
特徴とする個人認証装置。
【００１２】
　より詳しくは、上記光量変化手段として照射領域を制限する遮光手段を設け、又はレー
ザ等の指向性の強い光源を指上半面に焦点を絞って当てる等の構成を開示する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、光源や外光が指の下半面に過多に照射されることがないので、透過光
による血管パターンの撮影画像が鮮明になり、また、認証の精度を向上させることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の１実施例を詳細に説明する。
尚、本願明細書において指下面および指下半面は掌側もしくは撮影部側の面、指上面もし
くは指上半面は甲側および撮影部側の面の反対面、指側面とは指の掌側および甲側以外の
指の面、もしくは上記指上面、指下面以外の面を意味するものとする。
【００１５】
　更に、本願明細書において透過光とは指内部を通過する光を意味するものとし、皮膚表
面、表皮において反射する光と区別する意味で用いるものとする。
【００１６】
　図１３に典型的に示すような指側面部の飽和領域は、光源からの光が直接皮膚表面で反
射してカメラまで到達するために生じている。反射光と透過光の比率を適切に調整しなけ
れば、正しい血管パターンは得られない。以下、本発明である解決手段を述べる。
【００１７】
　図１は、本発明を実現する認証装置１００の概略図である。本体には、上面に、指１０
２を置く場所を直感的に理解しやすい形で提示するガイド溝１０８があり、その左右に光
源部１０４が配置されている。このガイド溝は指下半面分が隠れる程度の低い側壁として
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機能も持つ。光源は装置内部にあり、上面がカバーされ、光源開口部１０６を通して、ガ
イド溝１０８上に置かれた指に向けて照射される。光源部上面のカバーは、所望の照射方
向外に拡散した光が、認証指以外の指や掌に反射して、外乱光として撮像に影響を与える
のを抑える役割も果たす。ガイド溝１０８に合わせて指を置くと、指先にあたる部分にボ
タンスイッチ１１８があり、また、指の第１、第２関節前後の部分に撮影開口部１１０が
位置し、下に位置するカメラ（撮影部）１１２から指が撮影できるようになっている。カ
メラ（撮影部）１１２には、近赤外領域の波長だけを通すフィルタが装着され、可視光領
域の光による影響を抑え、血管パターンを鮮明に撮影する。撮影開口部１１０は、光源開
口部１０６とともに、透明なガラスやアクリル板で覆われ、光は通しつつ、認証装置内部
に異物が入り込むのを防止する。上記ガラスやアクリル板の替わりに、近赤外領域の光の
み通す光学フィルタの板を用いることで、装置保護と可視光除去の二つの機能を一枚の板
にまとめることもできる。さらには、筐体を光源開口部や撮影開口部も含め、光学フィル
タ素材で一体的に作っても構わない。
【００１８】
　図１３に示すような指側面部の飽和領域は、光源からの光が直接皮膚表面で反射してカ
メラまで到達するために生じている。すなわち、指の掌側、図中では下半面部分に照射さ
れる光量を絶対的もしくは相対的に抑制することで、飽和領域を減らすことができる。よ
って本願では指の特定領域（特に、指上半面に）へ照射光の光量を調節することにより、
側面照射方式による撮像画像においても輝度が飽和した領域の面積を減少させることで、
血管パターンの一部が失われるという問題を解決する。例えば、指上半面に照射する光強
度、光量を増加させる。
【００１９】
　具体的には、図１に示す光源部の内部には、近赤外光を発する光源１１４が遮光板１１
６の上に実装されている。この遮光板は、指の下半面への光の進行を防ぐと同時に、指を
置く位置の目安となる、ガイド溝の一部も兼ねる。この遮光板の面と、光源の光軸線とが
ほぼ一致するようにし、光軸を指の上半面に向けることで、光源の光の最も強い部分を有
効に利用しながら、下半面の遮光を可能にする。また、遮光板の傾斜を十分とり、下端側
に光源を置けば、ガイド溝よりも低い位置に光源が収まり、装置を薄型にできる。このと
き、この遮光板の一部を含むガイド溝は、艶消しの塗料・素材もしくは模様で表面加工し
、指の甲側上面で反射した光が、ガイド溝で再び反射し、指側面を照らさぬようにする。
尚、光の照射を抑制する範囲を指の側面から見た場合の幅にして、撮影部面から1/2乃至2
/3程度とすると、実験的に鮮明な血管パターンが得られる。
【００２０】
　ここで、掌側、甲側ではない指側面部を見た場合における指の掌側から甲側方向を高さ
方向、指の先から指の付け根方向を幅方向とする。上記幅方向の指幅を一定とした場合に
おいて、指側面の遮光する面積を撮像部面から高さ方向にした変化させた場合の計測デー
タを図１７に示す。
【００２１】
　図１７は，光の照射を抑制する範囲の指側面全体に占める比率（指側面の遮光比率）と
，指の撮像部面に飽和領域が占める比率（指腹部の飽和領域の比率）の関係を，１２の被
験指を対象に調べた計測データである。
【００２２】
　このグラフから，若干の個人差によるばらつきはあるが，撮影部面から2/3程度の指側
面領域を遮光した場合に飽和領域がなくなっており，1/2程度でも10％前後まで抑えられ
ることがわかる。また、指側面上部へ、下から見上げるように光が照射されるように光源
を配置すると、指の下半面に回りこむ光の強さが抑えられるので、より効果的である。そ
のときの仰角は、光源に固有の，光の進行方向の広がり度合いを示す指向角と，上記の理
想的な指側面の遮光比率とから容易に求められる。
【００２３】
　また一方、上記のような、構造体としての遮光板を用いずとも、若干高価にはなるもの
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の、レーザー等の指向性の強い光源を指上半面に焦点を絞って当てることでも、下半面で
の反射を抑制することが可能である。また、光源はそのままでも、偏向板等を用いて照射
方向が指の上半面のみになるように制御したり、あるいは撮像系の直前に偏向板等を置い
て反射光に固有の光の向きだけを弱めたりすることもできる。さらにまた、指の下半面の
反射を物理的に弱めるのではなく、逆により強い光を上半面に照射することで、相対的に
下半面の反射の影響を抑制した画像を取得する方法もある。
【００２４】
　以上述べたように、指の上半面と下半面それぞれの領域に照射される光の量を各々最適
な量に調整する手段を設けることによって、光源の位置を指の真上に限定しなくても明瞭
な血管パターンが得られるようになる。また、この実施例では指の上半面に光を照射し、
下半面への光を遮る手段を設けたが、本願の思想は厳密に上半面、下半面にのみ限定する
ものではなく、静脈の撮像パターンが得るために必要な指の部位に光を照射し、それ以外
の指の部位への光量を相対的に抑制するものであることは言うまでもない。
【００２５】
　認証は、ユーザが指をガイド溝に合わせて１０８上に置き、ボタンスイッチ１１８を押
すことで始まる。但し、ボタンスイッチは必須ではなく、指がガイド溝に正しく置かれた
ことを他の手段によって検知しても構わない。例えば、静電容量の変化や生体の導電性を
利用したタッチセンサを用いても良いし、カメラ１１２によって撮影された撮影画像をリ
アルタイムに監視し、指が置かれたことを画像処理で検出するのでも良い。但し、タッチ
センサの場合、必ずしもユーザが認証の準備ができた状態で反応するとは限らないので注
意が必要である。ボタンスイッチを利用することによって、認証処理の開始タイミングを
ユーザが明示的に決定でき、また、スイッチが押されるまで、認証系を待機状態にしてお
けるため
、消費電力を低減できる利点がある。また、従来ボタンスイッチを使って何らかの操作を
行っていた装置に対して、ユーザの操作手順の変更を強いることなく認証機能を自然に追
加することができる。この場合のボタンスイッチは機械式に限定されるものではない。例
えば、圧力センサなどユーザが意図的に操作してはじめて接点が生ずるものであれば何で
も良い。
【００２６】
　ボタンスイッチとは別に、圧力センサを、撮影開口部１１０の透明板上に実装すること
で、個人認証の精度を向上させることもできる。生きている人間の血管は、強い圧力をか
けると潰れて血管が広がり、すなわち、パターンの線模様が太くなり、さらに圧力をかけ
ると血の流れが止まって血管が見えなくなる。圧力センサが反応したときに、撮像画像に
、このような生体特有の時系列変化が見られることを認証の前提条件とすれば、偽造指を
使った成り済ましは非常に困難になり、安全性が増す。認証には、血管パターンが見えな
くなる前の画像をバッファメモリ等に記憶しておくか、もしくは指を離して再び血管パタ
ーンが見えた後の画像を撮影して用いる。尚、この時系列変化を常時画像で監視して、そ
の変化を認証のタイミングとする方法であれば、圧力センサは必要ない。
【００２７】
　図２は、本発明を実現するシステム構成の概略ブロック図の一例である。光源１１４と
カメラ１１２との間に、指１０２を挿入して、スイッチ１１８の押下に合わせて血管パタ
ーンの画像信号を取得する。カメラ１１２の画像信号は、画像入力器２００によってデジ
タルデータに変換され、コンピュータ２０２の入出力インタフェース２０４を介してメモ
リ２０８に格納される。スイッチ１１８も同様に入出力インタフェースを介して接続され
、オン/オフの状態がメモリ２０８に格納されるか、もしくは、オンになると同時にＣＰ
Ｕ２０６に対して割り込み信号を発生する。ＣＰＵ２０６は、スイッチ１１８の状態がオ
ンになったのを確認するか、もしくはオンになった割り込み信号を検知すると、認証を行
うソフトウェアプログラムを起動し実行する。そして、プログラムの処理結果に基づき、
結果を表示器２１０に表示したり、制御対象２１４に適切な信号を送って扉を開閉したり
、といった各種制御を行う。キーボード２１２は、例えば、暗証番号などの、認証に関す
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る補助情報を入力するなどに用いる。
【００２８】
　また、図２に代表されるような個人認証システムにおいて、撮像部により撮像されたの
静脈の撮像パターンと登録パターンとの照合結果に応じて様々な処理をさせることも可能
である。
【００２９】
　図３は、上記ハードウェア、特にCPU２０６によって実行されるソフトウェアフローの
一例を示している。処理３００では、ハードウェア全体の初期化やプログラム実行に必要
となる一時変数に初期値を代入する。初期状態への移行が完了すると、プログラムはアイ
ドリング状態に入り、スイッチ１１８がオンになるのを待つ（３０２）。スイッチがオン
になったら、カメラ１１２で撮影した指の画像をメモリ２０８に取り込む（３０４）。取
り込んだ画像データについて画像処理を行い、血管パターンの特徴を抽出し（３０６）、
すでに登録してあるパターンと一致するものがないか照合探索を行う（３０８）。ここで
、登録してあるパターンとは、認証に先立って、正当な登録者が、上記処理３０６までを
同様に行った後、メモリ２０８に、その登録者を識別する情報と関連付けて格納したデー
タである。このとき、パターンを登録するメモリには、処理実行のためのメモリと別に、
電源の入切によって情報が失われない不揮発性のメモリを利用することもできる。また同
様の目的でハードディスクなどの記録媒体を用いても構わない。もし、一致するパターン
が存在すれば（３１０）、認証を必要としている機器やソフトウェアプログラム等の制御
対象に対して、正当なアクセス権が認証された旨の信号、もしくは認証された個人の識別
用データを送信する（３１２）。尚、一致するパターンが存在しない場合には、信号を何
も送信しないか、もしくは、必要に応じて不正なアクセスを受けた旨の信号を送信する。
そして、次にスイッチがオンになるまで再び待機する。
【００３０】
　ここで、人によって指の太さは異なるため、画一的な光量では血管パターンがうまく現
れる人も現れない人も発生する。そこで、最も良好に血管パターンが現れるまで、光源に
供給する電力量を制御しながら明るさを変えて連続的に撮像することで、認証の精度を高
めることができる。電力量制御については、例えば、パワートランジスタを用いた、ＰＷ
Ｍ（Pulse Width Modulation）等の高速なスイッチング制御が利用できる。さらに指の太
さを計測するセンサを追加すれば、指の太さと最適光量との関係を予め計算して記憶して
おくことで、より少ない枚数の撮像で最適な血管パターンが得られる。
【００３１】
　また、指の太さの個人差は、遮光性能に密接に関連する。なぜなら、指が太いと指の高
さは遮光板よりもかなり高くなり、遮光板を超える指の側面面積が大きくなるため十分に
透過光を吸収できる反面、指の下半面にも光が当たる可能性が生じる。逆に、細い場合に
は、指の上半面が遮光板の高さを超えないということになり光が当たる面積が少なく、光
量が不足する可能性が生じる。つまり、遮光板の傾きが一定の場合、指が太ければ、指下
面側の遮光が不十分になり、逆に細ければ、指上面側への光量が不足する危険性がある。
そこで、遮光板の傾きを可変とするか、あるいは、可動ミラー等で反射させるかによって
、光源の向きを指の太さに応じて自動調整できるようにしても良い。自動調整する場合の
最適位置の検出は、例えば、カメラの撮影画像をリアルタイムで監視し、指側面の飽和領
域の面積を求め、血管パターンが明瞭に現れている範囲で、その面積が最小になるように
制御すれば良い。血管パターンが明瞭か否かは、血管を表す黒い線と周辺組織の白い部分
との輝度比が一定の条件を満たしているかで計測可能である。また、飽和領域の面積は、
指の両側境界付近を起点に最大輝度値の画素が連続する領域として抽出できる。このよう
な遮光板の可動機構をさらに応用すれば、図１では丘のように盛り上がって存在している
光源部１０４を、認証時以外は装置筐体１００の中に収納しておくこともできる。これに
よって、待機時の装置形状はさらに薄型で、かつ突起がなくなり、例えば、携帯電話や携
帯情報端末への実装に好適となる。
【００３２】
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　さらに、指側面の飽和領域は、指両側に配置した光源を、それぞれ片方ずつタイミング
をずらして点灯させることで、順次一方だけに現れるようにさせることが可能である。そ
れぞれの光源の点灯タイミングで撮像した２枚の画像について、指の撮像画像における飽
和領域のない半面だけを切り出して１枚に合成することで、飽和領域のない指画像を得る
ことが可能である。この方法の場合は、遮光板も必要がなくなる。しかしながら次のよう
なトレードオフも存在する。光源の点灯に合わせて２枚連続して撮像しなくてはならない
ため若干多めに時間がかかる。合成する２枚の画像は常に光量が同じに得られるとは限ら
ないため画像の境目部分が目立つ場合もある。境目が目立たないように平滑化処理を行う
と画像の鮮明さが失われる場合もある。
【００３３】
　図４は、認証装置１００の1バリエーションにおいて、指を置く部分１０８を側面から
見た拡大図である。下部に撮影開口部１１０があって、その下にカメラ１１２がある。指
を置く部分は、フラット平面でも良いが、図のように、開口部１１０から指先部分にかけ
て、指が自然に屈曲するように弧を描くようにデザインすることもできる。指をまっすぐ
に伸ばそうとすると、指の皮膚が緊張し、それによって血管が圧迫されて血液が流れにく
くなり、血管パターンが得られないことがある。図のように、弧を描く形状であれば、指
が自然に曲がるので、血管を圧迫しない。また、自然に曲がった状態であれば、開口部１
１０の透明板面に指が触れることもなく、透明板面との接触によって血管が圧迫されたり
、汚れが付着したり、といったこともない。また、開口部１１０を形成する透明板をより
下方に設置するか、もしくは指置き台４００を設けることで、指の付け根が開口部１１０
に対して浮き上がるようにし、これによって開口部１１０と指が接触することによる血管
圧迫をより確実に防ぐことも可能である。また、指先部分のガイド溝の高さは、ちょうど
指先の腹部分が収まるだけに制限し、上部を開放することで、爪を長く伸ばしていたり、
付け爪をしていたりする人でも不自由なく所定位置に指を置けるようにする。
【００３４】
　図５は、認証装置１００を薄型にした一例である。上記の装置形態では、血管パターン
の撮像のためにカメラを用いていたため、一定長の焦点距離が必要で、また、カメラ自体
がレンズ等で厚みを持つために、撮像部の筐体が大きくなりがちである。そこで、カメラ
の替わりに、密着型のイメージセンサを用いることで薄型化が可能になる。例えば、密着
型のイメージセンサとして、近赤外に感度のあるフォトトランジスタを格子状に並べたも
のが考えられる。フォトトランジスタの値を逐次読み出すことで、カメラと同じように二
次元の画像データが得られる。図５のように、弧を描いた造形の場合、フォトトランジス
タをフィルム状のフレキシブル基板の上に作り込むことで、弧の曲率に合わせて装着する
ことができる。また、撮影開口部１１０の透明カバー部品と置き換えて装着することも可
能である。
【００３５】
　図６は、認証装置１００を薄型にする別の例である。鏡６００を用いてカメラ撮影する
ことで、図４と同じ焦点距離でありながら、光の進行経路を折り畳むことで筐体の厚さを
抑えることが可能になっている。
【００３６】
　図７は、本発明を銀行等の現金預払機に適用した例である。７００が現金預払機筐体で
あり、テーブル状の操作面上に、タッチパネル付きのディスプレイ７０２と、認証装置１
００が並置されている。現金を引き出す場合、ユーザは、まず片手の指を認証装置１００
の指定位置に置く。そして、そのまま反対側の手で、７０２上に表示されるメッセージに
合わせて、金額入力等の操作を行う。操作は、個人認証と並行して行われ、認証ができる
と、現金出入口７０８から現金が出てくる。認証ができない場合には、現金は出ず、再入
力を促したり、間違いの回数が多い場合には取引を一時的に無効にしたりする。７０４は
カード挿入口であり、必要に応じてキャッシュカードや通帳７０６を挿入する。生体での
個人認証を行う場合、一般に、ユーザは認証のために、ストレスを伴う特別な動作を強い
られる。例えば、従来の指血管パターンの認証では、心理的抵抗感のある、穴や深い溝の
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中に指を挿入することが求められる。指紋認証であれば、力を入れてセンサ部を押す必要
がある。虹彩認証の場合は、センサカメラに瞬きせずに目を向けていなくてはならない。
本発明の認証装置では、開放感のある浅い溝に合わせて、軽く指を置くだけで認証が可能
になるので、ストレスを感じにくい。また、無理な力がいらないため、片手をそのままに
して、もう片方の手で操作を行うことも容易である。これによって、より低コストな演算
装置を用いたり、より処理量の多い高精度認証を行ったりする場合でも、金額等の入力操
作の時間内に認証処理が完了していれば、処理時間の長さをユーザに気づかせずに済む。
【００３７】
　図８は、本発明の認証装置１００の、別の形態の実施例である。遮光板１１６は、レー
ル８００と一体となっており、８００はバネ８０２と結合している。これによって、遮光
板１１６が、側面の光源側に吸い込まれるように移動可能となっている。遮光板１１６と
撮影開口部１１０との間は、指の下半分がちょうど隠れる程度の溝を形成している。認証
の際、ユーザが撮影開口部の上に指を置こうとすれば、必然的に遮光板１１６を左右にス
ライドさせることになる。この場合、バネ８０２が、遮光板を元の位置に戻そうとする力
を加えるため、遮光板が指の側面に密着し、指下半面への、より高い遮光効果を発揮する
。ユーザが指を離せば、バネによって、自動的に元の位置に戻り、撮影開口部１１０の埃
や汚れを防ぐ働きもする。このとき、遮光板の手前側に切り欠き造形１２０を施すことで
、指を手前側から滑らせるように奥に進めることで、遮光板をスムーズにスライドさせる
ことができる。また、ユーザが撮影開口部の上に指を置こうとしたときに左右の遮光板の
移動量が同じになるよう、歯車/歯板の組み合わせ等で制御することによって、指が撮影
開口部の中央に置かれるようにガイドすることもできる。このガイド機能により、同じ指
であれば、認証のたびに、同じ位置に置かれることになり、照合の精度が高まる。
【００３８】
　図１５は、本発明の認証装置１００の、さらに別の形態の実施例である。指を置く部分
周辺の構造を概略的に示している。この図の例では、光源から直接指の光を照射するので
はなく、ミラー１５００によって一度方向を変えてから光源１１４からの光を照射してい
る。これによって、光源の位置や固定方法・配線の自由度をさらに高めることができ、側
壁の高さを抑えることもできる。
【００３９】
　また、図１６では、指の片側に光源１１４を配置し、もう一方側にミラー１５００を配
置している。光源１１４から放射される光は、指の一方の側面を照射するだけでなく、指
やその上空を抜けて反対側にまで到達している。この光をミラーで反射させ、指の反対側
面を照らす光源として用いることができる。これによって、光源を複数用いるよりも消費
電力を抑制することができる。
【００４０】
　上記では、ムラのない正確な血管パターンが得られるために、光源を指の左右２箇所に
配置する例を示してきたが、本発明はそれに制限されるものではなく、必要十分な性能が
得られるならば、左右いずれか一方側のみに光源を配置するのでも構わない。それによっ
て、コスト面で有利となる。
【００４１】
　尚、本発明は指の血管パターンのみによる個人認証に制限されるものではなく、例えば
、指紋認証等とも組み合わせても良い。共通の撮像系で指先の指紋も撮影することで、コ
ストを上げることなく、複数の生体特徴を用いることによる高精度の個人認証が可能にな
る。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明を実現する装置形態の一例である。
【図２】本発明を実現する装置システム構成の一例である。
【図３】本発明を実現するソフトウェアフローの一例である。
【図４】装置における指挿入部分の断面図の一例である。
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【図５】平面撮像系を用いた装置の一例である。
【図６】撮像に鏡を用いた装置の一例である。
【図７】本発明を応用した装置の一例である。
【図８】本発明を実現する装置形態の別の例である。
【図９】従来の方式の問題点を表す概略図である。
【図１０】従来の方式の問題点を表す概略図である。
【図１１】光源位置による撮像画像の変化を示す概略図である。
【図１２】光源位置による撮像画像の変化を示す概略図である。
【図１３】光源位置による撮像画像の変化を示す概略図である。
【図１４】光源位置による撮像画像の変化を示す概略図である。
【図１５】光源に鏡を用いた装置の一例である。
【図１６】光源に鏡を用いた装置の一例である。
【図１７】指側面の遮光比率と飽和領域の関係を示すデータである。
【符号の説明】
【００４３】
　１００…認証装置筐体、１０２…指、１０４…認証装置光源部、１０６…光源開口部、
１０８…ガイド溝、１１０…撮影開口部、１１２…カメラ、１１４…近赤外光源、１１６
…遮光板、１１８…ボタンスイッチ、１２０…切り欠き造形、２００…画像入力器、２０
２…コンピュータ、２０４…入出力インタフェース、２０６…中央演算装置、２０８…メ
モリ、２１０…表示器、２１２…キーボード
、２１４…制御対象、４００…指置き台、５００…平面イメージセンサ、６００…ミラー
、７００…現金預払機筐体、７０２…タッチパネル付きディスプレイ、７０４…カード挿
入口、７０６…カード/通帳、７０８…現金出入口、８００…
レール、８０２…バネ。

【図１】 【図２】
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【図１５】 【図１６】
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